
区 民 文 教 委 員 会 

平成25年6月26日 

墨田区地域集会所設置条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
（施設）  

第３条 集会所には、次の施設を設ける。 

 ⒧ 〔略〕 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、区長が必要 

と認める施設 

別表 

名   称 位   置 

立川集会所～八広中央 
集会所 

〔略〕 

〔削除〕 

曳舟集会所～太平四丁 

目集会所 
〔略〕 

 

〔同左〕 

第３条 集会所には、次の施設を設ける。 

 ⒧ 〔略〕 

 ⑵ 前号のほか、区長が必要と認める施設 

 

別表 

名   称 位   置 

立川集会所～八広中央
集会所 

〔略〕 

外手集会所 
東京都墨田区本所二丁 

目６番９号 

曳舟集会所～太平四丁

目集会所 
〔略〕 

   

   付 則 

 この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 


